
対象工事
に適するか

検討（工事発注時）

現場閉所困難な工事

現場閉所可能な工事

週休２日制
対象外工事

（現場閉所困難な工事）
週休２日制工事

要領︓四⽇市市週休２⽇制工事実施要領
四⽇市市週休２⽇制工事実施要領（営繕工事）

工事発注時の公告において、

※週休２日制工事
※週休２日制対象外工事（工事の実働日数が３０日未満の工事）
※週休２日制対象外工事（現場閉所困難な工事）
※週休２日制対象外工事（発注者が対象工事に適さないと判断する工事）

である旨を明示する

四日市市週休２日制 対象外工事の検討フロー図
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参考資料

現場閉所
可能か

３０⽇未満

３０⽇以上

週休２日制
対象外工事

（工事の実働⽇数が３０⽇未満の工事）

週休２日制
対象外工事

（発注者が対象工事に適さないと判断する工事）

実働日数が
30日以上か

適さない工事

適する工事


